
学会発表・学会誌投稿 COI 違反者に対するフローチャート 

 

適切な処理 

理事長が倫理委員会に 

諮問し、理事会にて 

発表の差し止めなどの措置 

学会発表 COI 自己申告書 

学会誌投稿 COI 自己申告書 

理事長 

理事 

利益相反委員 

会員などが COI 疑義申し立て 

利益相反委員会が 

当事者に対し、調査ヒアリング 

説明責任果たせない

場合 


